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企画競争実施の公示

令和５年１０月２７日

法 務 省

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１ 業務概要

(1) 委託業務名

位置測定端末装着命令制度における所在禁止区域の設定に係る分析及び検証等業務

(2) 業務内容

位置測定端末装着命令制度における所在禁止区域の設定に当たって、考慮すること

が考えられる主な要素を抽出するとともに、各要素を検討する上で必要な情報を収集

した上で、これらを用いながら仮想事例において所在禁止区域を設定する検証を実施

し、検証の結果を踏まえ、所在禁止区域の設定に関する主要な論点を整理した結果報

告書を作成すること。

(3) 契約期間

契約締結日から令和６年３月２９日（金）まで

２ 参加資格要件

本業務の受注者は、組織として、以下に掲げる要件の全てを満たしていることを要する。

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者

であること。

なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和４・５・６年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」に

おいて、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付された競争参加資格を有する者であること。

(4) 公示日から起算して過去６か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害

又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行

為により公訴を提起されていないこと。ただし、無罪判決が確定している場合を除く。

(5) 品質管理体制について、本業務を遂行する組織又は提供するサービスにおいて、Ｉ

ＳＯ９００１基準若しくはＣＭＭＩレベル３以上の認証を取得していること。

(6) 情報セキュリティ管理体制について、ＩＳＭＳ（ＪＩＳ Ｑ ２７００１(ＩＳＯ

／ＩＥＣ２７００１)）の認証を取得していること。

(7) 本業務における将来構想の検討等に当たっては、特定製品又は特定の事業者による
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独自技術の採用を前提とせず、客観的・中立的な立場で作業を遂行できること。

(8) 本件を円滑に立ち上げ、遅滞なく完了させるため、本件の立ち上げ段階において、

必要な要員を配置し、即座に本件の作業に取りかかることが可能な体制を構築できる

こと。

(9) 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させないこと。

３ 契約候補者の選定方法

本業務の契約候補者は、企画競争参加審査に合格した者の中から選定する。

選定に当たっては、企画提案書に記載された内容のほか、企画提案会におけるプレゼ

ンテーション及び質疑応答結果を加味し、提案審査表に沿って同提案書の審査を行い、

その審査点が最も高い者を候補者とする。

４ 手続等

(1) 担当部局

法務省刑事局刑事法制管理官室（担当：三浦、後藤）

東京都千代田区霞が関一丁目１番１号 中央合同庁舎第６号館

電話番号 ０３－３５９２－７０６１（直通）

メールアドレス m.miura.0ge@i.moj.go.jp

s.goto.kt6@i.moj.go.jp

(2) 企画競争説明書及び本調達仕様書の配布

上記(1)の担当部局において、令和５年１０月２７日（金）から同年１１月１３日

（月）まで行う。

なお、電子データでの送付を希望する場合は、その旨を上記担当部局宛てに電子メ

ールにより送信の上、電話でメールの到着を確認すること。

(3) 企画競争説明会の開催

企画競争説明会を開催し、本業務に関する企画競争説明書及び本調達仕様書につい

て、説明を行う。

ア 開催日時

令和５年１１月２日（木）午前１０時３０分

イ 開催方法

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓを利用したオンラインにて開催予定

ウ 申込方法

参加希望者は、令和５年１１月１日（水）午後１時までに、上記担当部局宛てに

電子メールにて、参加者の氏名及び連絡先を明らかにした上で申込みを行うととも

に、電話でメールの到着を確認すること。

(4) 企画競争提案書等の提出
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ア 提出期限

令和５年１１月１６日（木）午後５時まで

イ 提出方法

持参又は郵送により、上記担当部局宛てに提出すること。

なお、郵送により提出する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法により、

提出期限内必着で送付すること。

(5) 企画提案会の開催

企画提案書の内容に対する理解を深めるため、企画提案会を開催し、提案内容に関

するプレゼンテーション及び質疑応答を行う。

ア 日程

令和５年１１月２４日（金）を予定している。

詳細については、別途連絡する。

イ 説明者

提案の説明者は、原則として、業務を請け負った場合に遂行責任者の役割を担う

ことを予定している者が務めること。

ウ 配付資料の作成

企画提案会の当日は、企画提案書の要点をまとめたサマリー（１５ページ以内）

を１０部準備し、配付すること。

(6) 企画提案に係る経費

企画提案書の作成、企画提案会への参加等、企画提案を行うために発生した経費は、

その一切を提案者の負担とする。

５ 企画提案書の無効

上記２の参加資格を満たさない者が提出した企画提案書又は企画競争説明書に従った

内容でない企画提案書は無効とする。

６ その他

その他の詳細は、企画競争説明書及び本調達仕様書による。


